






















































































経 済 産 業 省

平成19・02・27貿局第3号

輸入注意事項１９第２３号

経済産業省貿易経済協力局

下記に掲げる輸入注意事項については、平成１９年３月３１日限りで廃止します。

平成１９年３月６日

経済産業省貿易経済協力局長 石田 徹

輸入注意事項の廃止について

下記に掲げる輸入注意事項については、平成１９年３月３１日限りで廃止します。

記

○平成２年８月２４日付け輸入注意事項２第２１号（向精神薬等の取扱いについて）

○平成４年７月２７日付け輸入注意事項４第１７号（麻薬又は向精神薬の原材料の取扱い

について）

○平成１３年１２月７日付け輸入注意事項１３第５１号（麻薬及び麻薬向精神薬原料の取

扱いについて）

○平成１５年９月１２日付け輸入注意事項１５第４０号（麻薬の取扱いについて）




